
法人化に伴う、スケジュール案

年 月 事業 現　計算機統計学会 法人移行（現役員が引き継ぐ2024年度役員体制） 2025-6年度役員体制 2027-8年度役員体制

2023年 6月 大会 評議員会で法人化について説明、承認を得る

総会で法人化について説明、承認を得る。承認を得る

承認が得られたら、行政書士に法人化準備について依頼（準

備費用）

9月 理事会で、会員への説明資料について検討

～10月中旬
法人化に関して会員からのパブリックコメントを受け付ける

11月

パブリックコメントを反映して定款を完成させ、理事会で審

議。

11月 シンポジウム
評議員会、臨時総会で定款が承認

法人設立の申請。設立理事は現会長・副会長。監事は現監

事。

12月 現学会の2023年度〆

2024年 ～3月 2024年度3月までの事業を実施（理事会）

4月
現行の評議員は法人の評議員に、理事は法人の理事に就任。

5月 大会 評議員会、総会（現学会の閉会） 大会、法人の最初の社員総会(評議員会)、総会

10月 評議員選挙、会長・副会長選挙

11月 シンポジウム 新評議員会　理事、監事の選出。理事会にて会長・副会長選出

2025年 1月

3月

4月 2024年度の理事会（2024年度の事業報告・決算報告）

2025-26年度役員による体制開始。理事会（2025年度の事業

案・予算案などの審議）

5月 大会

社員総会（評議員会：2024年度の事業報告・決算報告など

の承認）

社員総会（評議員会：2025年度の事業案・予算案などの承

認）、　会員への事業報告会

11月 シンポジウム

2026年 3月

理事会（2025度の事業報告・決算報告、2026年度の事業

案・予算案などの審議）

5月 大会

社員総会（評議員会：2025年度の事業案・予算案などの承

認）、会員への事業報告会

9月 評議員選挙、会長・副会長選挙

11月 シンポジウム
評議員会

新評議員会 理事、監事の選出。理事会にて会長・副会長選

出

2027年 3月

4月 理事会（2026度の事業報告・決算報告）

2027-28年度役員による体制開始

理事会（2027年度の事業案・予算案などの審議）

5月 大会 社員総会（2026年度の事業報告・決算報告などの承認） 社員総会（2027年度の事業案・予算案などの承認）

11月 シンポジウム

2028年 4月

理事会（2027度の事業報告・決算報告、2028年度の事業

案・予算案などの審議）

5月 大会

社員総会（2027度の事業報告・決算報告、2028年度の事業

案・予算案などの承認）

9月 評議員選挙、会長・副会長選挙

11月 シンポジウム


